
参考資料３ 

議題（５） 平成２９年度生活交通確保維持改善計画について 

１ 地域公共交通確保維持改善事業とは 

地域公共交通確保維持改善事業とは、生活交通の存続が危機に瀕している地域におい

て、地域のニーズを踏まえた最適な交通手段の確保維持を目的として、多様な関係者が

協働して実施する公共交通の確保・維持、利便性の向上等の取組に対して国が支援を行

うものである。 

２ 本市の補助対象路線 

補助対象路線 補助メニュー 申請金額 計画申請者 

岡崎・西尾線 
（室場経由） 

地域間幹線系統 

確保維持費国庫補助金 

８，１６５千円 

愛知県 

バス対策協議会 

岡崎・西尾線 
（高須経由） 

３，６３０千円 

一色線 ２，２１６千円 

ふれんどバス １３，６０５千円 

いこまいかー 
地域内フィーダー系統 

確保維持費国庫補助金 
４１８千円 

西尾市地域公共交通 

活性化協議会 

３ 平成２９年度地域内フィーダー系統確保維持事業スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28.6月      H28.9月    H28.10月～H29.9月     H30.1月     H30.2月 

４ 平成２７年度評価結果の反映 

平成２７年度一次評価（自己評価）結果 

＜課題＞ いこまいかー全体としては目標を達成したものの、利用される地区の偏りや

一人利用が依然として多く見られる。 

＜対応＞ 地区協議会と連携し、パンフレットの配布や乗り方教室の実施、地区ごとに

いこまいかーを利用したお出かけ方法を案内する等により周知を図るとともに、引き続

き目的地拡大の検討を行い、利便性の向上を図る。 

平成２７年度二次評価（第三者委員会）結果 

デマンド型乗合タクシーについては、地域によって利用に偏りがあるものの、今回全

体として目標を達成したことは評価しますが、基軸となる交通を補完するものであるこ

とから、住民と十分議論のうえＰＤＣＡサイクルを実施されることを希望します。 

今後、「地域公共交通網形成計画」の策定について検討しているとのことですが、隣

接市との地域間幹線（鉄道・バス）の見直しや市内コミュニティバスの再編・路線バス

との一体化も含めた議論が展開されるよう期待します。 

二次評価結果の反映 

 法定協議会において各路線の運行維持評価基準を定め、利用実態の把握・評価・改善

を行うとともに、地区協議会の設立された地区においては、地区協議会と連携してＰＤ

ＣＡを実施し、公共交通の維持・活性化を図ります。 

 また、西尾市地域公共交通計画（地域公共交通網形成計画）に基づき、公共交通体系

全体の見直しを行い、利便性の高い公共交通ネットワークの実現に努めます。 

 

計
画
認
定
申
請 

計
画
認
定
・
補
助
額
内
定 

事
業
実
施 

一
次
評
価
（
自
己
評
価
） 

二
次
評
価
（
第
三
者
委
員
会
） 


